
 

ＰＦＩ事業に係る実施方針の策定の見通し（令和７年度）  

 

                                                        令和８年３月１９日 

                                                           奈　 　  良　  　 県 

 

  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１

年法律第１１７号）第１５条第１項の規定及び民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律施行規則（平成２３年内閣府令第６５号）第

２条の規定に基づき、ＰＦＩ事業に係る実施方針の策定の見通しを公表する。 

 

特 定 事 業 の 名 称 奈良県警察運転免許センター新庁舎整備事業

期　　　　　　間 令和９年１２月から令和２９年３月まで（予定）

概　　　　　　要  運転免許センターにおける以下の業務の実施  

 ・施設整備業務  

 （設計業務、施工業務、工事監理業務等） 

 ・維持管理業務  

 （保守点検、環境衛生管理業務、庁舎清掃業務等）  

 ・運営支援業務  

（総合案内業務、駐車場管理業務） 

・附帯業務 

（自動販売機設置業務、写真撮影業務等）

公共施設等の立地 奈良県磯城郡田原本町大字阪手、西井上地区

実 施 方 針 を  令和８年３月 

策 定 す る 時 期 奈良県警察ホームページにて公表

担　　　　　　当  奈良県警察本部警務部施設装備課営繕係 

ＴＥＬ：０７４２－２３－０１１０ 

　　　　（内線２２９２～２２９７）


